
資料４（  　 新規　 ・ 　 継続 　 ）

対象事項

対象区分
（ 条例第５ 条第１ 項）

概要

実施期間

（ １ ） 実施予定の市民参加について

市民参加手続

審議会等

パブリ ッ ク コ メ ント

市民説明会

アンケート

（ ２ ） 市民参加ス ケジュ ール（ 予定）

５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 10月～3月

審議会等 第１ 回 第２ 回 第３ 回
・ 第４ 回
・ 素案報
告

・ 第５ 回
・ 計画案
報告

パブリ ッ ク コ メ ント

市民説明会 中旬～下旬

アンケート

市民参加事前シート （ イ メ ージ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部署名（ 　 政策室　 市民協働推進担当　 ）

　 狛江市男女共同参画推進計画の改定

( １ ) 　 市の基本構想及び基本的事項を 定める 計画等の策定又は変更

令和６ 年度で計画期間が終了と なる 現行計画について、 令和７ 年から 令和11年度を 計画期間と する 計画と し て改定を 行う 。
（ 男女共同参画推進計画の概要） 個人と し てお互いの人権を 尊重する と と も に、 性別に関わり なく 、 その個性と 能力を十分に発揮し 、 共にあら ゆる 分野に参画し 、 自分ら し い生き 方を実践する こ と
を目的と し て策定し ている 計画で、 男女共同参画社会基本法に根拠を置く 市町村の男女共同参画推進計画に該当する 。

　 令和６ 年４ 月　 　 ～　 　 令和７ 年３ 月

実施予定時期
実施予定公表
時期・ 媒体

参加を 想定する 対象者 その他特記事項 左記の市民参加手続・ 実施時期を選択し た理由

令和５ 年度 令和６ 年度 令和７ 年度

４ 月～９ 月 10月～3月 ４ 月 ４ 月～９ 月

令和６ 年６ 月から 令和７
年２ 月中に５ 回

開催日直近の広
報、 市HP「 参加と
協働のひろ ば： 会
議の開催」

有識者、 公募市民委員、 市職員 狛江市男女共同参画推進計画改定委員会を設置
検討期間が１ 年と 限ら れた中で、 有識者の視点や市民の意見を
取り 入れながら 議論する こ と が有効である と 考えたため

令和７ 年１ 月中旬から ２
月中旬ま で（ 30日以上）

実施時期直近の広
報、 市HP「 参加と
協働のひろ ば： パ
ブリ ッ ク コ メ ン
ト 」

市内在住・ 在学・ 在勤の方、 市
内に事業所等を有する 方

素案作成ま での期間をなる べく 確保し 、 ま た、 素案を周知し 、
素案段階での意見を広く 募集する こ と が有効である と 考えたた
め

令和７ 年１ 月中旬の休日
の日中、 平日の夜間各１
回

開催日直近の広
報、 市HP「 参加と
協働のひろ ば： 市
民フ ォ ーラ ム・ シ
ンポジウ ム ・ 市民
説明会等」

市内在住・ 在学・ 在勤の方、 市
内に事業所等を有する 方

休日については、 人権啓発講演会と 併せて実施予定
パブリ ッ ク コ メ ント 実施に併せて、 素案の概要を 説明する 機会
を 設定する こ と が有効である と 考えたため

令和６ 年５ 月中（ ２ 週間
程度）

実施時期直近の広
報

住民基本台帳に登録さ れている
満18歳以上の市民1, 500人（ 令和
６ 年４ 月１ 日時点）
※無作為抽出

男女共同参画に関する 全般的な市民意識・ 実態の把握によ り 、
改定を進める こ と が重要である と 考えたため

市民参加手続



対象事項

対象区分
（ 条例第５ 条第１ 項）

概要

実施期間

市民参加の実施結果を 踏ま
えた担当課の意見
（ 課題・ 良かっ た点・ 反省
点）

市民参加の実施内容について

（ １ ） 選択し た市民参加手続

市民参加手続( 実施内容)

〇 意見を 反映し た

審議会等 案を修正し なかっ た

〇 意見を 反映し た

パブリ ッ ク コ メ ン ト 案を修正し なかっ た

意見を 反映し た

市民説明会 案を修正し なかっ た

〇

〇 意見を 反映し た

アン ケ ート 案を修正し なかっ た

（ ２ ） 市民参加手続の流れ

７ 月 ８ 月 ９ 月 10月 11月 12月 1月 3月

審議会等 第２ 回 第３ 回
・ 第４ 回
・ 素案報告

パブリ ッ ク コ メ ン ト

市民説明会
・ 1/18
・ 1/21

アン ケ ート

市民参加実施結果シート （ イ メ ージ） 部署名（ 　 政策室　 市民協働推進担当　 ）

　 狛江市男女共同参画推進計画の改定

( １ ) 　 市の基本構想及び基本的事項を 定める 計画等の策定又は変更

令和６ 年度で計画期間が終了と なる 現行計画について、 令和７ 年から 令和11年度を 計画期間と する 計画と し て改定を 行う 。
（ 男女共同参画推進計画の概要） 個人と し てお互いの人権を 尊重する と と も に、 性別に関わり なく 、 その個性と 能力を 十分に発揮し 、 共にあ ら ゆる 分野に参画し 、 自分ら し い生き 方を 実践する こ と を 目的と し て策定し ている 計画で、 男女共同参画社会基本法に根拠を
置く 市町村の男女共同参画推進計画に該当する 。

　 令和６ 年４ 月　 　 ～　 　 令和７ 年３ 月

審議会等については、 様々な立場・ 状況の方に参加し ていただき 、 委員の意見を 計画に反映する こ と ができ た。 市民意識調査については、 無作為抽出によ る も のに加え、 市LI NE登録者への配信によ り 実施を 行い、 後者については、 現役世代の回答率が高く 、 問題意識
の高い方の回答が多く 見ら れ、 意識把握において有効な調査であ っ たが、 無作為抽出も 含め、 実施にあ たっ ては、 今後回答者の対象者を 絞る 点等含め整理が必要と 感じ た。
ま た、 本計画については、 市民の関心が低く 、 市民説明会については、 人権啓発講演会と の同時開催と し て、 計画周知の機会も 兼ねて実施等も 行っ たが、 パブリ ッ ク コ メ ン ト は数件であ り 、 計画改定等への市民参加以前に計画等の周知、 意識啓発等の必要性を 感じ
た。

①開催時期公表日・
媒体

②募集期間 ③受付方法
④開催日時・

場所等
⑤対象者・

人数等
⑥委員構成 ⑦結果の公表

⑧市民参加手続実施後
の検証

⑨意見の反映 ⑩工夫し たこ と ⑪その他特記事項

その他

その他

その他

その他

令和５ 年度 令和６ 年度 令和７ 年度
４ 月～９ 月 10月～3月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 2月 ４ 月～９ 月 10月～3月

第１ 回
・ 第５ 回
・ 計画案報告

開催日直近の広報、
市HP「 参加と 協働の
ひろ ば： 会議の開
催」

― ―

①R6. 6. 25 18時30分 防災セン
タ ー４ 階会議室
②R6. 9. 10 18時30分 防災４ 階会
議室
③R6. 10. 29 18時30分 防災セン
タ ー４ 階会議室
④R6. 12. 10 18時30分 防災４ 階会
議室 
⑤R7. 2. 25 19時 特別会議室
※全てオン ラ イ ン 併用

狛江市男女共同参画
推進計画改定委員会
委員10人

有識者５ 人、 公募市
民委員（ 全て無作為
抽出） ３ 人、 市職員
２ 人

原則、 ４ 週間以内
に、 市HP「 参加と 協
働のひろ ば： 審議会
等」 で会議録を 公開
（ ※一部４ 週間以上
経過し ている も のあ
り ）

委員会での議論を 計画
に反映する こ と ができ
た。

・ オン ラ イ ンでの参加、
子連れでの参加（ 子ど も
の遊べる ス ペース 等を 準
備） を 可能と し た。
・ 可能な限り 資料の事前
送付を 行っ た。

令和６ 年１ 月15日号
広報、 市HP「 参加と
協働のひろ ば： パブ
リ ッ ク コ メ ン ト 」

令和７ 年１ 月15
日～２ 月14日

持参、 郵送、 FAX、
メ ール、 市HP専用
フ ォ ーム

―
市内在住・ 在学・ 在
勤の方、 市内に事業
所等を 有する 方

―
市HP「 参加と 協働の
ひろ ば： パブリ ッ ク
コ メ ン ト 」 で公表

提出さ れた意見を 踏ま
え、 計画案の修正を
行っ た。

令和６ 年１ 月15日号
広報、 市HP「 参加と
協働のひろ ば： 市民
フ ォ ーラ ム ・ シン ポ
ジウ ム ・ 市民説明会
等」

― ―

①R7. 1. 18（ 土） 13時30分 防災セ
ン タ ー４ 階会議室
②R7. 1. 21（ 火） 19時 防災セン
タ ー３ 階会議室

①80人
②３ 人

― ―

①については、 人権啓
発講演会と 同時開催と
し たこ と で、 計画素案
について、 関心の低い
方にも 周知する こ と が
でき た。

・ 人権啓発講演会と 同時
開催と し 、 周知の機会と
し た。
・ 概要を 作成し 、 その資
料によ り せつみを 行っ
た。

⑨「 その他」 ： 説明会
では特に意見が出さ れ
ていない。

対象者②については
LI NE配信

令和６ 年５ 月中
旬～５ 月31日

郵送、 専用フ ォ ー
ム 、 持参

―

①無作為抽出によ り
選出さ れた令和６ 年
４ 月１ 日時点で満18
歳以上の市民1, 500
人
②市LI NEアカ ウ ン ト
登録者45, 422人

―
報告書と し てま と
め、 市HPで公表

調査結果を も と に、 性
別、 年代等によ る 傾向
を 踏ま え、 検討を 進め
る こ と ができ た。

・ 対象者①については、
専用フ ォ ームでの回答も
可能と し た。
・ 対象者②は現役世代の
回答率が多かっ たこ と か
ら 、 調査結果を ①、 ②と
別でま と め、 参考資料と
し た。

市民参加手続


